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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 16年 9月 17日 (2004.9.17)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 請 求 項 １
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 請 求 項 １ 】
　

　 複 数 の 被 処 理 基 体 群
を 用 意 、
　 に 基 づ い て 、 前 記 第 ２ の 処 理 基 体 群 を
処 理 す る 前 に 前 記 半 導 体 製 造 装 置 に 対 し て 所 定 の 措 置 を 施 す 必 要 が あ る か 否 か を 判 断 し 、
　 所 定 の 措 置 を 施 す 必 要 が な い 場 合 、 措 置 を 施 さ ず に 前 記 第 ２ の 被 処 理 基 体 群
を 処 理 す る こ と を 特 徴 と す る 半 導 体 装 置 の 製 造 方 法 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 請 求 項 ２
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 請 求 項 ２ 】
　

　 複 数 の 被 処 理 基 体 群 を 用 意 、
　 被 処 理 基 体 群 の 後 に 処 理 す る 、 残 り の 被 処 理 基 体 群 、 被 処 理 基
体 群 の 処 理 が 終 了 し た 後 に 、 前 記 半 導 体 製 造 装 置 に 対 し て 所 定 の 措 置 を 施 さ ず に 処 理 を 行
え る 、 こ の 抽 出 し た 被 処 理 基 体 群 を 被
処 理 基 体 群 の 後 に 処 理 す る こ と を 特 徴 と す る 半 導 体 装 置 の 製 造 方 法 。

半 導 体 基 板 を 含 む 複 数 の 被 処 理 基 体 群 を 半 導 体 製 造 装 置 を 用 い て 一 群 ず つ 処 理 す る 方 法
で あ っ て 、 前 記 方 法 は 、

順 次 処 理 さ れ る 少 な く と も 第 １ 及 び 第 ２ の 被 処 理 基 体 群 を 含 む 前 記
し

前 記 第 １ 及 び 第 ２ の 被 処 理 基 体 群 の 処 理 タ イ プ 被

前 記 所 定 の

半 導 体 基 板 を 含 む 複 数 の 被 処 理 基 体 群 を 半 導 体 製 造 装 置 を 用 い て 一 群 ず つ 処 理 す る 方 法
で あ っ て 、 前 記 方 法 は 、

し
最 初 の の う ち 前 記 最 初 の

少 な く と も １ つ の 被 処 理 基 体 群 を 抽 出 し 前 記 最 初 の
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